
要配慮者利用施設の皆様

洪水・土砂災害に備えて

Ｐ D

CA

長岡京市地域防災計画で
要配慮者利用施設と定められ
た施設は、避難確保計画を作
成し市に報告する義務があり
ます。
（水防法・土砂災害防止法）
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計画作成
(Do)

訓練実施

(Act)

見直し

避難確保計画に基づいた訓練
の実施と、実施した内容を市
に報告することが義務づけら
れています。
（水防法・土砂災害防止法）

訓練を経て計画に実行性があ
るか、実行に際して課題はな
いかを確認し、整理しましよ
う。

整理した課題に基づき、計画
をより実行性の高い内容へ見
直しましょう。

(Check)

課題整理

避難確保計画の定期的な見直しと
訓練の実施をお願いします！

避難確保計画とは、施設利用者の災害時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため
の計画で、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関す
る法律により、施設所有者又は管理者に作成が義務付けられています。
激甚化・頻発化する災害から施設利用者を守るためには、避難確保計画を作成す

るだけではなく、訓練等により職員一人ひとりが計画を理解するとともに、ＰＤＣ
Ａサイクルに基づいた定期的な見直しにより、計画の実効性を高めていくことが非
常に重要です。

避難確保計画の作成（Ｐｌａｎ）、訓練の実施と報告（Ｄｏ）は
法律で義務付けられています！

お問い合わせ先 長岡京市 市民協働部 防災・安全推進室
電話：０７５－９５５－９６６１（直通） ファクス：０７５－９５１－５４１０（代表）
Ｅメール bousaianzen@city.nagaokakyo.lg.jp

避難確保計画の作成(Plan)から見直し(Act)まで長岡京市がサポートします！
長岡京市では“災害に強いまちづくり”のために、職員による出前講座を実施しており、施設職員に向
けた講座や、避難訓練の支援等も受け付けています。
このような制度も積極的にご活用いただき、災害時に円滑な避難ができるように、訓練の実施や計画
の定期的な見直しをお願いします。
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